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抄録
日本では，1998 年の自殺者数急増を契機に，自殺問題が社会的注目を集め，自殺対策基本法の改
正や自殺総合対策大綱の見直し等を経ながら，自殺対策が国を挙げて推進されてきた．また，他方で
は，近年，新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まり，国内の自殺者の動向に変化がみられ
ている．本稿では，まず，自殺総合対策大綱の策定と見直しの変遷を概観しながら，日本の自殺対策
を振り返った．次に，コロナ禍での日本国内の自殺に関わる状況を整理し，女性や子どもの自殺者数
の増加といった変化がみられること，また，この背景として，女性非正規職員の問題や子どものコミュ
ニケーションの減少等の問題が指摘されていること，さらに，コロナ禍で決定された第 4次自殺総合
対策大綱には，これらの課題を踏まえた対策が記載されていることを示した．自殺総合対策大綱や自
殺対策の実行に関する課題としては，緊急時における迅速な対応，各施策の有効性の検討，SNS上の
誹謗中傷への対応，自殺対策のプラットフォームの発展が重要である．

キーワード：日本の自殺対策，自殺総合対策大綱，コロナ，女性の自殺，子どもの自殺

Abstract

Due to the rapid increase in the number of suicides in Japan in 1998, the problem of suicide has gained 
considerable attention. The Japanese government has promoted suicide prevention measures through 
revisions to the Basic Act on Suicide Prevention (2006) and the General Principles of Suicide Prevention 
Policy (2007). However, suicide trends in Japan have changed since the start of the COVID-19 pandemic. 
Herein, we overview the suicide prevention measures in Japan by reviewing the establishment and revi-
sions to the General Principles of Suicide Prevention Policy and subsequently refer to the suicide trends 
during the COVID-19 pandemic in Japan. Notably, the number of suicides among women and children has 
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I．緒言

WHOによると，世界では，毎年 70 万人以上が自殺に
よって亡くなっている[1]．世界における自殺対策の取
り組みとしては，国連やWHOといった国際機関による
取り組みの他，フィンランド，イギリス，オーストラリ
アなどの諸外国における国を挙げた自殺予防対策への取
り組みがあり[2]，国レベルの取り組みが成功（大幅な
自殺死亡率の低下）を収めた国（代表事例としてフィン
ランド）がある[2,3]．一方で，自殺対策についての国の
戦略や行動計画が策定されていない国々もあり[4]，自
殺対策を巡る各国の状況は，実に様々といえる．
日本では，1998 年の自殺者数の急増を契機として，

自殺問題が大きな社会的注目を集めた．その後，2006
年の自殺対策基本法制定に続き，2007 年には自殺総合
対策大綱（以下「大綱」という．）が閣議決定され，そ
れ以後も法改正や大綱の見直し等を経ながら，自殺対策
が絶え間なく推進されてきた．他方，近年，自殺を巡る
国内の動向に変化が生じている．新型コロナウイルス感
染症のパンデミックが始まった 2020 年[5]，日本ではそ
れまで連続して減少してきていた年間自殺者数が，11
年ぶりに増加に転じる事態となった[6]．パンデミック
が始まってから2年目（2021年）における年間自殺者数
は，前年から減少したものの[6]，3年目（2022年）に入り，
引き続き，自殺者の動向が注視される状況下で，今後 5
年間の国の自殺対策の基本方針となる新たな大綱が発表
された（2022年10月14日閣議決定[7]）．
そこで本稿では，まず，自殺対策基本法に基づき策定

される大綱の存在に着目し，最初の大綱の策定（2007
年）[8]とその後の大綱の見直しの変遷[9,10]を概観しな
がら，日本における自殺対策の経緯を振り返る．次に，
新たに発表された第 4次大綱等に基づき，コロナ禍にお
ける日本の自殺の状況及びコロナ禍の課題を踏まえた自
殺対策の方向性について整理し，最後に，日本の自殺対
策に考察を加えることにより，今後の自殺対策への展望
を示すこととしたい．

II．大綱見直しの変遷にみる日本の自殺対策

1．大綱策定（2007年）に至る経緯
日本の自殺対策を振り返る際に重要なのは，かつての
日本においては，自殺が，「個人の問題」であると認識
されがちであり[11]，「社会の問題」でもあるとの認識
が薄かったことだろう．1998 年，バブル崩壊やアジア
通貨危機などの影響を受け[12]，日本の年間自殺者数が
一気に 3万人台に達すると（図 1），自殺を巡る動向が
非常に大きな社会的注目を集めるようになった．しかし，
それまで自殺問題が行政上課題とされることは少なく，
また，それ以降も国全体の自殺対策の基本方針が策定さ
れない状況が続いており，国の取り組みは，厚生労働省
によるうつ病対策や職場のメンタルヘルス対策等，各府
省がそれぞれ実施するものにとどまるのが実態だった
[11,13]．
他方，民間では，2000 年に「あしなが育英会」が，
遺族の文集「自殺って言えない」をまとめ，自殺問題
に対する社会の関心を高めた[11,14]．その後も，NPO
法人グリーフケア・サポートプラザの設立（2001 年）
やNPO法人自殺対策支援センターライフリンクの発足
（2004年）等の動きが続いた [14]．
こうした中，2005年5月に，参議院議員会館でライフ
リンクと国会議員有志との共催によるシンポジウムが
開催され[11,13]，民間 12 団体による国への５つの提言
が発表された[14,15]．また，これに呼応して，同年 7月，
参議院厚生労働委員会で，「自殺に関する総合対策の緊
急かつ効果的な推進を求める決議」が全会一致で行われ
ると，当該決議を受けて政府は，同年 12 月，「自殺予防
に向けての政府の総合的な対策について」を取りまとめ，
関係省庁が一体となって自殺対策を推進することになっ
た[11,13,14]．
2006 年には，自殺予防活動等に取り組んでいる民間
団体が中心となり，自殺対策の法制化を求める署名活
動が進み，10 万以上の署名が参議院議長に提出された
[11,13]．また，国会では超党派の「自殺防止対策を考え
る議員有志の会」により自殺対策基本法案の検討が進め
られ，議員提案を経て，2006年6月，自殺対策基本法が
成立し，同年10月に施行された[13-15]．

increased compared to that before the pandemic, and researchers have suggested that this is attributable to 
irregular employment among women and less communication among children. The General Principles of 
Suicide Prevention Policy, revised in 2022 during the pandemic, includes measures that address the impact 
of the pandemic. The primary themes related to the General Principles of Suicide Prevention Policy and the 
implementation of suicide prevention measures include prompt responses in emergencies, discussions re-
garding the effectiveness of each measure, measures of slander on SNS, and development of a platform for 
suicide prevention.

keywords:  suicide prevention measures in Japan, the General Principles of Suicide Prevention Policy, 
COVID-19, suicide in women, suicide in children

(accepted for publication, March 28, 2024)



J. Natl. Inst. Public Health, 73 (2) : 2024

小祝望，越智真奈美，松繁卓哉

138

自殺対策基本法では，自殺の背景に様々な社会的要因
があることを踏まえ，自殺対策が社会的取り組みとして
実施されなければならないとされ，初めて自殺が「社会
問題」と捉えられた[11]．また，政府が推進すべき自殺
対策の指針として，大綱を定めることとされ（法第12条） 
[11,12]，大綱策定に向けた作業が進んだ．

2 ．大綱策定（2007年）から第2次大綱決定（2012年）
前まで
自殺対策基本法に基づき，2007 年には，初の大綱が

策定された（第1次大綱，2007年 6月8日閣議決定）[8]．
同大綱 [16]では，「自殺は追い込まれた末の死」など 3
つの基本認識が示されたほか，自殺は本人だけの問題に
とどまらず社会全体の大きな損失でもあるとして，今後，
国を挙げて自殺対策を強力に推進していくと表明された．
また，自殺者急増の主要因が中高年の男性にある点が指
摘されるとともに，うつ病対策などの精神保健分野の対
策とあわせて，失業，倒産，多重債務などの社会的要因
に対する働きかけを行って，自殺対策に総合的に取り組
むとの基本的考え方が示され[11,16]，当面の重点施策と
して 9項目が掲げられた[13,16]．この他，自殺死亡率を
平成28年（2016年）までに平成17年（2005年）と比べ
て 20％以上減少させるとする数値目標や推進体制につ
いての記載が盛り込まれた[13]（表1）．
なお，第1次大綱が策定された2007年においても，年

間自殺者数が3万人を超える状態が続いた（1998年以降
10年連続）ことに加えて，翌年に入ると，インターネッ
ト情報に基づく硫化水素自殺が群発したこと等を受け，
2008 年，自殺対策加速化プランが決定され，あわせて，
大綱が一部改正された[8,13]．さらに，その後，地域自
殺対策緊急強化基金が造成（2009 年）されたことによ
り，全国の自治体に自殺対策が急速に普及した[14,17] ．
（竹島[14]は，この頃（「2006～2015年」）の時期につい
て，年間自殺者数 3万人超の状態が続いた緊張感と，自
殺対策基本法や地域自殺対策緊急強化基金等の後押しを
受けて，各ステークホルダーの活動が活発化した自殺対
策の発展期と述べている．）

3 ．第2次大綱決定（2012年）から第3次大綱決定（2017
年）前まで
大綱は，おおむね 5年を目途に見直すこととされてお
り[16]，2012 年には，新たな大綱が発表された（第 2次
大綱，2012 年 8 月 28 日閣議決定）[9]．初の全体的な見
直し[9]となったこの第 2次大綱[18]では，副題及び冒頭
にて，「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」
を目指すことが掲げられるとともに，今後の課題として，
地域レベルの実践的取り組みを中心とした対策への転換
やこれに向けた関係者の連携の強化が指摘された[13,19]．
また，最初の大綱では，負債等社会経済的要因のために
苦しむ中高年男性を念頭に置く施策の必要性が強調され
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図１　自殺対策の推進と年間自殺者数の推移
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※
1 　
各
大
綱
本
文
（
文
献

[1
6,
18

,2
2,
24

]）
の
見
出
し
（「
〈
〇
〇
〉」
の
形
式
で
表
記
さ
れ
た
も
の
を
含
む
．）
を
一
部
抜
粋
し
て
、
整
理
し
た
も
の
．
た
だ
し
、「
第
5（
第
4）
自
殺
対
策
の
数
値
目
標
」
に
お
い
て
は
、
当
該
見
出
し
の
下
に
文
献

[1
6,
19

,2
1,
27

]を
参
照
し
て
筆
者
が
数
値
目
標
に
関
す

る
内
容
を
追
記
し
た
．

※
2　
前
大
綱
か
ら
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
見
出
し
や
自
殺
対
策
の
数
値
目
標
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
太
字
下
線
部
と
す
る
変
更
を
加
え
た
（
該
当
箇
所
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
文
献

[1
9,
21

,2
7]
を
参
照
し
た
．）
．
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ていた[20]のに対し，第 2次大綱では，他の年齢層の自
殺死亡率が減少傾向にある中でも，若年層では増加傾向
にあるとして，政策対象毎の対策推進の項目（同大綱
の基本的考え方にて追加 [13]）において，若年層への自
殺対策の取り組みの必要性・重要性が厚く記述された
[18,19]．さらに，同項目にて，新たに自殺未遂者に関し
て記載された[19] ．なお，同大綱の基本的考え方には，国，
地方公共団体，関係団体，民間団体，企業及び国民が各々
果たすべき役割に関する項目も追加された [13,19]（表1）．
第1次大綱の策定（2007年）以後も日本の年間自殺者
数は 3万人を超える状況から脱却できずにいたが，第 2
次大綱が発表された2012年以降は，年間自殺者数は2万
人台に減少し，その後も減少傾向が続いた（図1）．

4 ．第3次大綱決定（2017年）頃からパンデミック（2020
年～）前まで
法制定から 10 年が経過する節目の 2016 年には，自殺
対策基本法が内閣府から厚生労働省に移管され，これ
と重なるように，自殺対策基本法の改正が進められた 
[13,14]．こうして改正された自殺対策基本法（2016年 3
月成立，同年４月施行）では，誰も自殺に追い込まれる
ことのない社会の実現を目指す旨の文言等が追加（法第
1条）されたほか，都道府県自殺対策計画・市町村自殺
対策計画の策定及び都道府県・市町村への交付金の交付
について新たに規定（法第 13 条，第 14 条）されるとと
もに，基本的施策の拡充（法第15～18条），必要な組織
整備（法第25条）等を行うと定められた[11,13]．
また，その翌年，大綱の見直しが，自殺対策基本法の

改正や国内の実態を踏まえ，抜本的に行われた（第 3次
大綱，2017年7月25日閣議決定）[10,21]．第3次大綱[22]
では，基本理念として，社会における「生きることの阻
害要因」を減らし，「生きることの促進要因」を増やす
ことで，社会全体の自殺リスクを下げる方向で自殺対策
を推進していくことが新たに掲げられるとともに，基本
方針として，「生きることの包括的な支援として推進す
る」，「関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取
り組む」，「対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果
的に連動させる」こと等が示された [11,21]．また，当
面の重点施策は，地域レベルの実践的な取組への支援強
化，若者等の自殺対策の更なる推進，勤務問題による
自殺対策の更なる推進の 3項目が盛り込まれ，計 12 項
目となった[21-23]．さらに，数値目標が変更され，平成
38年（2026年）までに，自殺死亡率を平成27年（2015
年）比で 30％以上減少させるとの新たな目標が設定さ
れ[10,21]，推進体制に関しては，改正自殺対策基本法を
踏まえて，「地域における計画的な自殺対策の推進」の
項目が盛り込まれた[11]（表1）．
日本の年間自殺者数は，第3次大綱発表（2017年）の

後，2万人程度まで低下するなど，新型コロナウイルス
感染症のパンデミックによる新しい局面を迎える直前の
2019 年まで，引き続き連続して減少することとなった

（図1）．

III．コロナ禍での自殺の状況と今後の自殺対策

これまでみてきたように，自殺は，自殺対策基本法の
制定及び大綱の策定を通して，国を挙げて取り組む社会
問題とされ，以降，法改正や大綱の見直し等を経ながら，
自殺対策が絶え間なく総合的に推進されてきたといえる．
ところが，2020 年新型コロナウイルス感染症のパンデ
ミックが始まり[5]，突如人々を取り巻く社会環境が一
変した．大綱のなかで繰り返し言及されてきた連携・協
働の切断等が懸念されるなか，今後，自殺対策が停滞期
を迎える可能性も否定できない．そこで，コロナ禍での
発表となった新たな大綱（第 4次大綱，2022 年 10 月 14
日閣議決定）[7]等を基に，1. コロナ禍における日本の
自殺の状況及び 2.今後の自殺対策の方向性について，以
下に整理する．

1．コロナ禍における日本の自殺の状況
第 4次大綱[24]等によると，新型コロナウイルス感染
症のパンデミックが始まって，自殺の動向に次のような
変化等がみられたことが報告されている．
まず，年間自殺者数の増加がある．2020 年，新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響等を受け，自殺を引き起
こす要因となり得る諸問題の悪化などにより，11 年ぶ
りに年間自殺者総数が前年を上回った[24]（図1）．2021
年については，前年から減少（前年比74人減）したが[6]，
日本の自殺死亡率はG7 諸国中最も高く，年間自殺者数
もいまだ 2万人を超えるなど，自殺問題をめぐる非常事
態が続いているとされる[24]．
また，女性の自殺者数については，2020年に2年ぶり
に増加し[6,24]，続く 2021 年及び 2022 年も各前年を上
回った [6]（図 1）．コロナ禍での女性自殺者数の増加の
背景としては，女性非正規職員の影響 [25]のほか，コ
ロナ禍でDVの相談や通報が増加した点についての指摘
[26]がある．
さらに，子ども・若者の自殺者数が増加[24]したこと

も注目される．特に，小中高生の自殺者数は，そもそ
もコロナ以前，自殺者の総数が減少傾向にあるなかで
も増加傾向にあったが[24,27]，コロナ禍に入ってからは
益々深刻化しており，2020年に499人，2021年に473人，
2022 年に 514 人（過去最多）[28]となった．コロナ禍で
の子どもらの自殺増加の背景に関しては，家庭の経済的
困窮，行動自粛が続くストレス，他者とのコミュニケー
ション減少などの可能性が指摘されている [29]．
なお，月別にみると，2020 年 10 月に，自殺者数の急
増がみられる（前月比 341 人増[6]）．新型コロナウイル
ス感染症のパンデミックが始まった後の2020年4月以降
有名人の自殺報道（同年7月など）が続き，いわゆる「ウェ
ルテル効果」（「報道が自殺者を増加させる効果」[24]）
の影響が指摘されているが[25,28]，同年 10 月の自殺者
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数急増については，その前月（同年 9月）に亡くなった
有名人の自殺報道後の「ウェルテル効果」の影響が大き
かった可能性が考えられている[25]．

2．今後の自殺対策の方向性
コロナ禍における自殺の動向等を踏まえ，第 4次大

綱には，基本認識として，「新型コロナウイルス感染症
拡大の影響を踏まえた対策の推進」が明記され（表 1），
新型コロナウイルス感染症拡大が自殺に与える影響につ
いて，情報収集と分析を進めるとともに，コロナ禍で大
きな影響を受けたと考えられる女性・非正規雇用労働
者・児童生徒等への影響も踏まえた対策を推進するとさ
れた[24,27]．
特に，女性の自殺対策については，第 4次大綱にて，

コロナ禍での女性自殺者数の増加を踏まえ[28]，当面
の重点施策の 1項目として新たに設定された[24,27] （表
1）ことは，注目に値するだろう．具体施策として，妊
産婦支援の充実（予期せぬ妊娠等で身体的・精神的な悩
みや不安を抱える若年妊婦への支援等），コロナ禍で顕
在化した課題を踏まえた女性に対する自殺対策（非正規
雇用労働者等に対するハローワークでの相談支援，配偶
者からの暴力の相談体制の整備等）及び困難な問題を抱
える女性に対する支援（性犯罪・性暴力の被害者への支
援等）[24,27]が位置づけられ，その取り組みが強化され
ることになった[28]．
また，子ども・若者の自殺対策については，第 4次大

綱では，近年の小中高生の自殺者数の深刻な増加及び自
殺対策基本法に学校でのSOSの出し方に関する教育の推
進が盛り込まれた（2016年の法改正による[22]）こと等
を踏まえ，特に推進すると強調された[24]．具体施策と
しては，学生等への支援の充実（長期休業の前後期にお
ける自殺予防の推進等），若者の特性に対応した支援の
充実（ICTを活用した若者へのアウトリーチ策強化等），
子ども・若者の自殺対策推進に向けた体制整備（こども
家庭庁との連携等）のほか，SOSの出し方に関する教育
等の推進が挙げられた[24,27]．（児童生徒が困難を抱え
た際に周囲に相談し援助を求める方法等に関する教育，
いわゆるSOSの出し方に関する教育の推進 [30]について
は，第３次大綱においても記述がみられるが，令和 4年
版自殺対策白書[31]では，学校や家庭も影響を受けた新
型コロナウイルス感染症の感染拡大下において，さらに
推進する必要があると言及された．また，文部科学省の
「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」で
は，児童生徒のコロナ禍での危機的状況を踏まえ，SOS
の出し方に関する教育を含む自殺予防教育の在り方等が
審議され，2021年6月その審議のまとめが各都道府県教
育委員会等宛に通知として発出された [32]．）
なお，「ウェルテル効果」の防止にかかる取り組みに

ついては，第 4次大綱では，「パパゲーノ効果（報道が
自殺を抑止する効果）」を高めるための報道の扱いなど
とともに言及され，報道関係者のほか，ニュースサイト

やSNS等事業者と協力して推進していくとされた[24]．
以上のように，第 4次大綱では，コロナ禍での社会情
勢や日本の自殺者の動向にみられる特徴（女性・小中高
生の自殺者数増加等）を踏まえ，今後の自殺対策に向け
た新たな方向性が示されたといえるだろう．

IV．考察

自殺対策基本法が制定された 2006 年と新型コロナウ
イルス感染症パンデミック直前の 2019 年を比較すると，
1万人以上の自殺者数の減少がみられるが（図１），日
本の自殺死亡率は，国際的に依然として高い水準にあり
[28,33]，また，パンデミックが始まって以降，人々が直
面する問題は，さらに複雑化しており，自殺対策の分野
は，現在も課題が多い領域といえる．以下，これまでの
大綱や自殺対策の実行にあたり，浮き彫りになっている
課題について考察する．

1．緊急時における迅速な対応
切腹文化や自殺を明確に禁止しない仏教などの影響を
受け，日本人は欧米人よりも自殺に対しての心理的閾値
が低いため，軽いうつ状態でも自殺が起きやすく，社会
全体を震撼させる現象に反応して自殺者数の激増が起こ
ると考えられている [33]．過去の約20年（1995 ～ 2015
年）の間に，日本の年間自殺者数が 1万人以上増減した
ことなどが確認できるが（図 1），「短期間で自殺の激増
が起き得る社会[33]」の性質が示唆されているとみるこ
とができるかもしれない．
また，コロナ禍が終わった後においても，今後何らか
の事情で再度緊急事態に突入するリスクは常にあるため，
緊急時においては，通常時より，より一層自殺の動向に
注意を払うことが必要である．たとえば，災害によりメ
ンタルヘルスが悪化しやすいリスク集団として，若者，
高齢者，女性，社会的弱者，精神障害者，支援者が挙げ
られている[34]．また，ポスト・コロナ時代の自殺対策
として，女性の元非正規の職員等への経済的支援，生活
困窮者自立支援等のセーフティーネットへのアクセスを
保証する支援，学生等に対する支援が提唱されている
[25]．緊急時には，こうした各リスク集団の動向に着目
しつつ，緊急時に設置された臨時相談窓口や支援提供を
受けられる機会等について，各リスク集団に対して強い
影響力を有するメディアを用いたより効果的な早期情報
提供を行う等，緊急時の迅速な対応に向けた体制整備を
行うことが肝要だろう．

2．自殺対策施策の有効性の検討
自殺対策の実施にあたり，予算と人材に限りがあるこ
とを踏まえれば，対策の有効性について考えなければ
ならない[35]との指摘が以前からある．一方，大綱には，
施策の効果等を評価する仕組みを設けるとの記載があり
[24]，施策の効果等を評価するにあたっては，引き続き，
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有識者会議等で議論されることが想定されるものの[28] 
（実際，過去の有識者会議において，自殺対策の政策効
果の可能性に関して分析発表がなされている[36]．），効
果測定にあたっての具体的方法等に関する記述は大綱に
はない．
また，大綱の改正等を経て，「精神保健福祉施策」よ

りも「社会問題対策」が重視されてきたとみる指摘[37]
や，精神医学的見地からみると，精神科医療拡充を含む
精神保健対策が最優先の自殺予防対策であるとの指摘
[35]があるなか，根拠不十分のまま，ある施策に比重を
置きすぎることには，一定の警戒が必要といえよう．
その他，考慮しなければならない点として，自殺対策

が地域に根付き，その予防効果が顕れるには一定の期間
を要する可能性があるため（例えば，地域の自殺対策を
担う人材育成支援策等），短期的効果にのみ注目するこ
とには慎重であるべきという点も重要であろう．各施策
の有効性の検討にあたっては，短期的効果・長期的効果
という観点を含め，丁寧に議論を深めていく必要がある
のではないだろうか．

3 ．インターネット上（SNS等）における誹謗中傷への
対応
コロナ禍に入り，インターネットの平均利用時間が増

加した[38]．ネット環境への依存度が強まるなか，イン
ターネット上の誹謗中傷が若者たちを直撃しており [39]，
特に，SNS等のプラットフォームサービス上の誹謗中傷
問題が深刻化しているとされる [40]．
この問題に中心として取り組む総務省は，2020年9月，

「ユーザーに対する情報モラル及びICTリテラシー向上
のための啓発活動」（「#NoHeartNoSNS」等）等を含む「政
策パッケージ」を発表した[41]．また，その後も，発信
者情報開示について新たな裁判制度（非訟手続）の創設
等を盛り込んだプロバイダ責任制限法改正（2021年4月
成立，2022 年 10 月施行）や侮辱罪の法定刑引上げを含
む刑法改正（2022年6月成立，侮辱罪の法定刑引き上げ
の規定については同年 7月施行）等の制度的対応が行わ
れてきた[40,42]．第４次大綱においても，特定個人を誹
謗中傷する書き込みを速やかに削除する支援や人権相談
等の実施が盛り込まれている[24,27]．
しかし，インターネット上の違法書き込み等に関する

相談件数や人権侵害情報に関する人権侵犯事件（新規
開始）の数は，依然として高水準で推移しており[43,44]，
更なる対策強化が求められるのが実情である．この点，
誹謗中傷を受けた事後対応に関するユーザーの知識不
足（不適切な投稿をされた時の相談窓口についての認
知度の低さなど[45] ）に関連した課題が考えられるほか，
SNS上で誹謗中傷の書き込みが公開された後は，被害者
側に，手続き面を含む非常に大きな負担が掛かり得るこ
とから，加害者側に対する事前対策の観点が重要となる
だろう．表現の自由との関係で十分考慮しなければなら
ない点はあろうが，たとえば，SNS上で誹謗中傷と判断

されるおそれのある投稿をしようとするユーザーに対し，
投稿前に，警告文と投稿確認画面を表示するなどの方法
はとれるかもしれない．安易な誹謗中傷の書き込みに対
する抑制効果が期待できるのではないだろうか．

4．自殺対策プラットフォームの設立と発展
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて，自殺対策
に取り組む全国の民間団体の活動縮小・休止が問題とな
るなか，一部団体は，コロナ禍においても，SNS相談を
途切れずに提供し続けることができたとする[46]．国に
おいても，コロナ禍で経済活動や社会生活に影響が拡大
した状況を踏まえ，SNS相談等の支援体制の拡充などの
対応を行ってきたが[46]，相談等支援を求める人々と支
援者らをつなぎ，さらにそのつながりを継続するための
仕組み作りは，自殺対策を推進していく上でのもっとも
重要な課題のひとつといえるだろう．
また，これは自殺対策に携わる人々の関係性において
もいえる．大綱の変遷を振り返ってうかがえるように，
自殺対策には，非常に多くの組織・人が関わっているが，
自殺対策に関する有益な情報を共有するとともに，気づ
きや学びの中で共に成長し，つながり続けることのでき
る場の創造が重要だろう．これに関連して，竹島[14]は，
自殺対策の推進のためには，多様な主体の創造的取り組
みに対する尊重と学び合いが必要であり，多様なステー
クホルダーによる個の独立性を尊重した円卓的話し合い
の場の構築が求められると指摘している．新型コロナ感
染症パンデミック以後の近年の動きとして，自殺対策に
関する「実践の現場」，「研究」，「政策」との連動性を高
めつつ，政策形成に資する学術的基盤の共有等を目指す
とした新たな学会が設立（2020 年 12 月）[47]されるな
どの新しい動きもある．人と人とのつながりが断ち切ら
れる危機を乗り越えて，自殺対策に携わる多くの人たち
を繋ぐプラットフォームの設立やその発展がますます期
待されているといえるだろう．

V．結語

日本では，自殺対策基本法の制定と大綱の策定，その
後の法改正や大綱の見直し等を通じて，15 年以上にわ
たり国を挙げて自殺対策が推進されてきた．年間自殺者
数は，かつての 3万人台から現在 2万人台に減少しては
いるが，自殺死亡率は国際的に依然として高い水準にあ
り，また，新型コロナウイルス感染症のパンデミックの
影響等による女性・子どもの自殺問題等も懸念され，今
後も自殺の動向に着目しつつ，更に自殺対策を推進させ
ていく必要がある．緊急時における迅速な対応，各施策
の有効性の検討，SNS上における誹謗中傷への対応，自
殺対策のプラットフォームの発展などが，今後重要な課
題となるであろう．
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